
アルプス地域地下水保全対策協議会

松本盆地の地下水のしくみと現状



水は人間の生活や産業にとって欠

かすことのできない、最も重要な資

源といえます。

私たちが利用する水は雨水に由来

するものであり、元々降水量の少な

い地域では、利用可能な水の量も少

ないため、干ばつも発生しやすく、

多くの人々が水不足に悩まされてい

ます。

人口増加や経済発展により、世界

各地で水質汚染も問題となっていま

す。

水は野生の動植物にとっても不可

欠なものであり、水の減少によって

生態系の破壊も起こっています。

風呂一杯に対して
スプーン一杯分

水資源
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水循環
地下水の起源は雨や雪です。雨や雪が降り、その水が山や平地の地面や、川や湖の底から少しずつ地下

にしみこみます。地下にしみこまなかった雨は、川になり海や湖に流れ出ます。海や湖の水は、蒸発し霧

や雲になります。そして再び雨となります。これが「水循環」です。
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高さ方向を３倍に強調表示
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図 2.3 地質断面図(断面線位置は左図の黒線) 
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松本盆地の地下水の流れ

松本盆地は、北アルプスと筑摩山地に挟まれた南北

50km東西10kmの細長い盆地です。

その出口は、安曇野市に位置する犀川、高瀬川、穂

高川の合流部（以下、三川合流部と呼びます。）にあ

り、松本盆地全体の表流水と地下水は、全て安曇野市

の三川合流部に集まってきます。 地質断面図

松川村

大町市
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出典⑧に加筆



現実には、①絶え間ない涵養があるため、

②地域の地下水位が上昇する一方、三川合

流部の出口の地下水位の高さはほとんど変

化しないので、③涵養量に応じた三川合流

部へ向かう地下水面の傾きが生じます。傾

いた地下水面は水平に戻ろうとしますが、

毎年新たな涵養があるため、一定の傾きで

均衡します。この一定の傾きに応じた④地

下水流動が生じ、⑤地下水を押し出すこと

で、⑥三川合流部の湧き水が生じることと

なります。

松本盆地は、三川合流部（標高520ｍ）を出口とする深い水がめとなっています。仮に雨が全く降らず、

川の水も田んぼの水も涸れたとしても、水がめは難透水基盤で囲まれているため、ここに貯えられた地下

水が減ることはありません。ただし、この場合の地下水面は出口（標高520ｍ）と同じ高さで水平となる

ため、三川合流部から地下水が湧き出すこともありません。

湧水のしくみ

涵養量に応じた地下水面の傾きと地下水湧出の概念
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地下水のみなもと

河川伏没

土地浸透 水田涵養
河川伏没、降雨等による土地浸透、水田涵養

の３つの涵養によって地下水となります。

涵養量を増やせば増やすほど、地域の地下水

を流動させ地下水湧出に寄与する地下水①は潤

沢となります。

この地下水①は、深い水がめを満たし地域の

井戸揚水を支える地下水②として、長きにわた

り地域を流動し、その間における地下水揚水に

よる活用可能量を増加させます。

地下水①は地下水②からの揚水を補填すると

ともに、①と②の両方の地下水が相まって、地

下水を押し出すことで、三川合流部における湧

き水が豊かになります。

つまり、涵養量を増やすほど豊かな地下水利

用生活を営むことができます。

地下水①

地下水②
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2000年(平成21年)の河川流量･地下水位変化
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木曽平沢(盆地南部)

大町(盆地北部)

穂高（盆地中部） 松本盆地流域の
年間降水量の分布

松本盆地では山地で雨が多く、盆地で雨が少

なくなる傾向があります。

松本盆地に位置する観測点での年間降水量変

化は増加基調にありますが、短期間の激しい降

水は、地下に浸透する前に河川から流出する傾

向があります。
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水田涵養
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松本盆地には平成26年現在、約9,600haの面積で

水稲作付されており、約2.4億m3/年の地下水供給が

あると推定されます。この水田涵養は、松本盆地の

地下水位を最大10m以上上昇させます。

水田湛水により上昇

稲刈り以降は
水位低下

水田湛水により上昇

稲刈り以降は
水位低下

水田湛水（5、6、8月）

地下水位・湧出量の年間変化 水田涵養による地下水位の変化量分布 出典④ （一部改変）
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水田湛水（5、6、8月）



地下水位と湧出量は、長期的な低下・

減少傾向を示しますが、ここ10年ほど

は横ばいとなる箇所も認められます。

長期的な地下水位・湧出量変化 10

出典⑨ （一部改変）

長期的な地下水位・湧出量変化

安曇野市観測所
(穂高北小学校)

安曇野市湧水観測所
(穂高)

松本市観測所
(今井)

民間観測井戸



地下水賦存（ふぞん）量

地下水賦存量とは、地下に貯えられた地下水の量です。

アルプス地域地下水保全対策協議会による平成27年度の一斉測水

の結果に基づけば、平成27年の地下水賦存量は、松本盆地全体で

191.060億m3と試算されています。

平成19年度の試算では191.500億m3ですので、8年間で0.04億m3

（400万m3）減少したことになります。

奈良井ダム 800万m3

諏訪湖 6,300万m3

徳山ダム（貯水量日本一） 66,000万m3

松本盆地の地下水 1,910,600万m3

琵琶湖 2,750,000万m3

日本のダムの総貯水量 3,000,000万m3

貯水量の比較

地下水位等高線 出典④ （一部改変）
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地下水質

平成27年に松本盆地内40カ所の井戸を対象に水質

検査を行いました。

全国的に地下水中の環境基準超過率が高い「硝酸態

窒素及び亜硝酸態窒素」は、いくつかの地点で基準を

超過しました。農地の分布との関係から、肥料に含ま

れる窒素による影響と考えられます。

地下水の水質は、地下水保全における重要な課題の

一つであり、特に、一旦悪化した場合の回復には長期

間を要する可能性があることから、今後とも継続的に

予防対策型の対応を図っていくことが必要です。
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地下水を取り巻く状況（降水量）
気候変動により各地で異常気象が頻発するようになっています。

大気中に含まれる水蒸気量が増加することで、短期の局地的な豪雨が観測される一方、年降水量は減少

するとされています。気象庁によると、日本全国の1時間降水量50mm以上（短時間強雨）の年間発生回数

は10年間で28.9回増加しています。

短期間の激しい降水は、地下に貯えられることなく、川から流出してしまいます。一方、温暖化は冬期

の降雪量を減少させ、融雪による渇水期の河川水補給が期待できなくなります。
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地下水を取り巻く状況（土地利用）
地下水の重要な涵養源である水田は、市街化の進展や減反政策による水稲の作付面積の減少により、

年々減ってきています。

農林水産省の統計によると、平成27年の松本盆地の水田面積は、昭和45年と比較して約40％減少して

います（15,782ha→9,481ha）。

松本盆地の土地利用の変化 14出典④



地下水を取り巻く状況（地下水利用）

経済産業省などの統計によると、松本盆地における地下水揚水量は平成６年をピーク

に平成26年までは減少傾向です。

水道統計及び工業統計調査に基づく松本盆地における揚水量の変化
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アルプス地域地下水保全対策協議会について

設立

平成24年2月24日

目的

松本盆地を大きなひとつの水瓶として捉え、豊富な湧水や地

下水を蓄え、それぞれの地域で利益と恩恵を生み出す貴重な地

下水源を、将来にわたり良好な状態で守り、継承していくため

に関係市町村及び長野県が協力し、地下水の保全及びかん養並

びに適正利用に向けた取組みを行うことを目的としています。

構成

市町村

松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、

山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村

長野県

松本地域振興局、北アルプス地域振興局
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「地下水の保全及びかん養に関する指針」（平成31年2月）に基づく取組

地域共有の貴重な財産である松本盆地の地下水を、将来にわたり守り育てるために、アルプス地域地下

水保全対策協議会(以下「協議会」といいます。)は、協力して施策を推進し、住民や事業者と協働して、

地下水の保全及びかん養に取組むことを目指します。

１ 地下水資源の保全

水循環基本法の基本理念に基づき、地下水を「公共性の高いもの」と位置付け、地域の特性を活かし

ながら、地下水を将来にわたって持続的に利用できる環境を整えます。

（１）地域内の地下水の利用実態の把握に努めます。

（２）地域全体の水収支を考慮した持続可能な利活用の方策について検討を行い、 住民や事業者との合意

形成を図ります。

２ 水質の保全

地下水の水質を良好な状態で保全し、汚染の未然防止に努めます。

（１）有害物質による地下水汚染の未然防止のため、関係機関と協力して啓発に努めます。

（２）特に有害物質を取扱う事業場を把握し、適正な管理を促すことにより、有害物質の不適切な取扱い

による地下水汚染の未然防止に努めます。

（３）地下水の硝酸性窒素汚染対策として、家畜排せつ物の適正処理、農地の施肥の適正化等の取組みに

ついて、啓発活動を行います。 17

アルプス地域地下水保全対策協議会の取組



３ 地下水のかん養等の取組み

地域全体の健全な水循環を守るため、地下水の貯留及びかん養機能の維持及び向上を図ります。

（１）透水性舗装、雨水浸透施設等の普及を促進します。

（２）山林や水田等が持つ地下水かん養機能の保全に努めます。

４ 調査の実施

地下水の保全及びかん養を推進する際の基礎資料とするため、広域的な地下水調査を定期的に行い、

地域全体の地下水の状況を把握します。

（１）関係機関と連携して、広域的な地下水調査を定期的に実施します。

（２）地域内で実施している地下水調査結果を集約し、地域全体の地下水位等の動向を評価することによ

り、地下水の継続的な監視を行います。

５ 情報の共有

関係機関と連携して、地下水の保全に関する必要な情報を収集し、情報共有を行います。

（１）地下水の保全に関する情報を収集し、共有します。

（２）得られた情報を精査し、協議会構成団体外の組織等に対して地下水保全に関する普及啓発活動を行

うことにより、地下水保全の周知・啓発に努めます。
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